
目

次

告

示

○
令
和
七
年
中
小
企
業
等
労
働
条
件
実
態
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
若
者
定
着

還
流
促
進
課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（

同

）
…
三

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
六
号

令
和
七
年
中
小
企
業
等
労
働
条
件
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査

条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
中
小
企
業
等
の
労
働
条
件
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
安
定
し
た
労
使
関
係
の
構
築
の

た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
所
在
す
る
民
営
企
業
・
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

事
業
所
の
現
状
（
事
業
内
容
、
労
働
者
数
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
状
況
、
労
働
組
合
の

有
無
）

㈡

勤
務
制
度
・
労
働
時
間
制
度
（
勤
務
制
度
・
労
働
時
間
制
度
の
導
入
状
況
、
非
正
規
労
働

者
の
正
規
化
、
労
働
時
間
の
把
握
方
法
）

㈢

休
暇
制
度
（
年
間
休
日
日
数
、
年
次
有
給
休
暇
及
び
そ
の
他
の
有
給
休
暇
制
度
）

㈣

育
児
休
業
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
、
そ
の
他
の
育
児
支
援
の
た

め
の
制
度
）

㈤

子
の
看
護
等
休
暇
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈥

育
児
期
の
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
（
育
児
期
の
柔
軟
な
働
き
方
を
す
る

た
め
の
定
め
の
有
無
）

㈦

介
護
休
業
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
、
そ
の
他
の
介
護
支
援
の
た

め
の
制
度
）

㈧

介
護
休
暇
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈨

病
気
休
業
・
病
気
休
暇
制
度
（
就
業
規
則
等
の
定
め
の
有
無
、
利
用
実
績
）

㈩

人
材
確
保
に
向
け
た
取
組

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
（
一
部
の
項
目
に
つ
い

て
は
、
令
和
七
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
一
年
間
の
実
績
）
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

青
森
県
報
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第
千
八
号

令
和
七
年

十
二
月
二
十
二
日

（
月
曜
日
）



県
内
に
所
在
す
る
民
営
企
業
・
事
業
所
か
ら
抽
出
し
た
千
者
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
並
び
に
Ｗ
ｅ
ｂ
上

で
の
回
答
フ
ォ
ー
ム
入
力
に
よ
り
回
答
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
六
百
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社
ぶ

り
ん
ぐ
あ
っ

ぷ

十
和
田
市
稲
生
町

一
六
の
四
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

ひ
ま
わ
り

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
四
一
の
三
令
和七･一二･
一

青
森
県
告
示
第
六
百
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

第
一
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
公
表

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
管

理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
令
和
８
管
理
年
度
（
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
１
ま
あ
じ

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
ま
あ
じ
漁
業

現
行
水
準

第
２
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群

（ ）2青 森 県 報 第1008号令和７年12月22日 月曜日

仙
台
一
番
町
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目

仙
台
一
番
町
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目

東
京
中
央
支
店

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一
丁
目

東
京
中
央
支
店

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
四
丁
目



知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
ま
い
わ
し
漁
業

現
行
水
準

第
３
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
系
群

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
か
た
く
ち
い
わ
し
太
平
洋
漁
業

１
０
７
，
０
０
０
ト
ン
の
内
数

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

（
名
称
）

三
戸
郡
階
上
町
大
字
鳥
屋
部
字
沼
沢
一
二
の

一
四
、
字
平
一
の
一
及
び
二
の
一

八
戸
市
小
中
野
六
丁
目
二
五
の
一
四

有
限
会
社
田
中
石
灰
タ
ン
カ
ル
工
業

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

工
藤
貴
弘
後
援
会

（
齋
藤

文
昭
）

齋
藤

文
昭

工
藤

貴
弘

平
川
市
柏
木
町
藤
山

二
七
の
一
八

令
和七･一一･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

一
戸
ふ
み
お
後
援
会

徳
差

敏
男

令
和
七･一一･
七

工
藤
貴
弘
後
援
会

木
村

雅
彦

七･
五･
一

ゆ
い
こ
會

山
崎

結
子

七･一一･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治
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公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
三
条
第
二
項
中
「
第
百
四
十
三
条
（
文
書
図
画
の
掲
示
）
第
一
項
第
四
号
の
二
及
び
第
五

号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
（
文
書
図
画
の
掲
示
）
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
を
「
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
若
し

く
は
確
認
書
」
に
、
「
（
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
」
を
「
（
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等
」

に
、
「
報
告
書
等
の
閲
覧
」
を
「
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
若
し
く
は
監
査
意
見
書
（
以
下

「
公
表
対
象
報
告
文
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
県
委
員
会
に
お
い
て
受
理
し
た
も
の
の
閲
覧
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
報
告
書
」
を
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
及
び
公
表
対
象
報
告
文
書
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
中
止
さ
せ
」
を
「
中
止
さ
せ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
に
よ
り
、
」

を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
す
る
者
」
の
下
に
「
又
は
政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
県
委
員
会
の
受
理
し
た
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

ア

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
の
請
求

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
治
団

体
の
名
称
並
び
に
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
係
る
収
入
及
び
支
出
が
さ
れ
た
年

イ

公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
の
請
求

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
党
の
支
部

の
名
称
及
び
公
表
対
象
報
告
文
書
に
係
る
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
受
け
、
若
し
く
は
支

部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
を
し
、
又
は
支
部
基
金
の
残
高
を
有
し
た
年

第
百
六
十
六
条
第
五
項
第
四
号
中
「
の
方
法
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
」

を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
十
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第

五
項
」
を
加
え
、
「
写
し
」
の
下
に
「
又
は
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項

中
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
が
」
を
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
又
は
政
党
助
成
法
第
三

十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
が
」
に
、
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
、
「
同
項
及
び
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
」
を
「
収

支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
又
は
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
」
に
、
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象

文
書
に
つ
い
て
は
」
を
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
又
は
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
に
つ

い
て
は
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
」
の
下
に
「
の
写
し
又
は
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

三
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」
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青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
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東
奥
印
刷
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式
会
社

毎
週
月
・
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行
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枚
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立
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所
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一
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